
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年１２月４日１４時から「第４回口頭弁論報告集会」が開催されました。 

JR総連、全国からリモートを含めて、総勢１５８名が参加しました！ 

 

 

 

【会社側の検証動画に対する長島弁護士の見解】 

・今回は、前回のＡさんが提出した動画に対する会社、Ｈ氏の反論。暴行行為の正当性と

不合理性を明らかにした。現在、問題になっているのは①ＡさんがＨ氏を突き飛ばさざる

を得なくなるまでＨ氏がＡさんに何をしたのか②Ａさんの突き飛ばしがどの程度のもの

だったのか。 

・会社動画の前半部分は、Ａさんが提出した動画と遜色なし。Ｈ氏役がＡさん役をかなりア

グレッシブにしつこく押さえつけている。やっていることを認めているような動画。なぜ、こ

ちら側の主張に役立つ動画を作成したのか。会社は「Ｈ氏が大したことをしていませんと

主張するのではなく、大したことをしているがそれに対して社員が逆らうことを許さない」

と主張し始めているのではないか。絶対に裁判所に認めさせてはいけない。 

発行責任者 加藤 誠 

ＪＲ東労組ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 


